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わたしたちのねがい
美しい自然につつまれた雪のまち湯沢
清らかな愛情あふれるまち
すこやかな活力みなぎるまち
さわやかな誰もが訪れたいまち
みんなで力をあわせ
豊かで明るく住みよい
文化の香り高いまちをつくりましょう
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平成１８年１０月２９日
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日
（
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絶
好
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秋
晴
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第
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回
こ
ら
っ
し
ゃ
い
湯
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、
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７１億２５７９万４千円（前年から１億６３３７万９千円増えました。）

湯沢町の家計簿をお知らせしま湯沢町の家計簿をお知らせしますす
平成１７年度平成１７年度決決算算

一般会計は３億５８０３万１千円の黒字となりました

固定資産税 ４２億７９７７万７千円（ ８３.５６％ ）

一般会計

町町税税
５１億２１６１万８千５１億２１６１万８千円円
（（ ７７１１..９９％％ ））

繰越金 ５億３３７５万２千円（ ７.５％ ）

諸収入 ２億９２５０万９千円（ ４.１％ ）

県支出金 ２億３７０４万２千円（ ３.３％ ）

財産収入 ２億２００７万５千円（ ３.１％ ）

国庫支出金 １億５４４５万８千円（ ２.２％ ）

地方消費税交付金 １億１２２９万円（ １.６％ ）

地方譲与税 １億１１９７万１千円（ １.６％ ）

使用料および手数料 ５４４５万７千円（ ０.８％ ）

その他 ２億８７６２万２千円（ ４.０％ ）

湯沢町の一般会計の収支は毎年度黒字ですが、実質的な収支はここ2年赤字でした。なぜなら、収入が不足したため
に、多額の貯金をおろして支出に充てていたからです。しかし、平成１７年度は収入増と支出の削減などにより、貯金をおろ
さなくて済んだため、3年ぶりに実質的な収支も黒字になりました。

収入の部

町税の内訳
町民税 ６億６１７万３千円（ １１.８３％ ）
入湯税 １億１２３４万４千円（ ２.１９％ ）

町たばこ税 １億４２３万９千円（ ２.０４％ ）
軽自動車税ほか １９０８万５千円（ ０.３８％ ）

●町税 １億６５１７万９千円増 ・・・・ 固定資産税滞納分の収入が増え、１億７３０３万２千円の増となったことが主な要因です。
 （３.３％増） ・・・・・・・・・・・・・・・・ その他、個人町民税が４９０万７千円増、法人町民税が１４４４万６千円減となっています。

●国庫支出金 ２２６６万円３千円増 ・・・・・・ 国から１/２の補助を受けて実施した原新田公営住宅整備事業が平成１６年度で完了
 (１７.２％増） ・・・・・・・・・・・・・・・ したことにより、２８７６万９千円減となりましたが、大雪のため除雪費の補助金４９５０
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 万円の交付があり、前年度より増となりました。

●財産収入 ２４６０万円２千円増 ・・・・・・ 広域連合の解散とともに南魚沼市と湯沢町で出資していた「南魚沼ふるさと市町村圏
 (１２.６％増 ) ・・・・・・・・・・・・・・・ 基金」の清算が行われ、１億円お金が返ってきたことが主な収入増の要因となりました。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なお、この１億円は「湯沢町ふるさと基金」として新たに積立を行いました。

●県支出金 １２８９万７千円増 ・・・・・・・・・ 平成１７年度は大雪のため湯沢町に初めて災害救助法が適用されました。災害救助費
 (５.８％増） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ として１１６８万２千円の収入があったことや、電源立地地域対策交付金（谷後線改
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 良事業や保育園の運営費に使われました。）１５００万円増などが主な要因です。

前年からの増減・・・そのポイン 前年からの増減・・・そのポイントト 

実質的な収支
Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ

貯金に積み立てた額
Ｄ

貯金をおろした額
Ｃ

前年度からの繰越金
Ｂ

収入－支出
Ａ

▲９２９９万９千円３８万円１億８５９５万７千円３億７５８８万円４億６８４５万８千円平成１５年度

▲９２６８万７千円３２万５千円１億５８３０万６千円４億６８４５万８千円５億３３７５万２千円平成１６年度

４億１７８０万円５億９３５２万１千円０円５億３３７５万２千円３億５８０３万１千円平成１７年度
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土木土木費費
１６億９７１１万１千１６億９７１１万１千円円
（（ ２５２５..１１％％ ） ）

６７億６７７６万３千円（前年から３億３９１０万円増えました。）

教育費 ６億２４６０万２千円（ ９.２％ ）

衛生費 ５億９１９３万５千円（ ８.８％ ）

商工費 ５億２１０９万円（ ７.７％ ）

消防費 ３億９２５９万１千円（ ５.８％ ）

公債費 ２億８２３７万３千円（ ４.２％ ）

農林水産業費 １億５０９１万６千円（ ２.２％ ）

議会費 ８１６８万６千円（ １.２％ ）

その他 ２４１９万３千円（ ０.３％ ）

支出の部

●総務費 ６億３４４１万７千円増 ・・・・ 財政調整基金の積立金が５億９３１９万７千円増えたことと、「湯沢町ふるさと基金」を
 (７９.６％増） ・・・・・・・・・・・・・・・ 新たに１億円積み立てたことで増となりました。

●土木費 ７６９６万円６千円増 ・・・・・・ 道路や橋、公園、住宅などの整備に支出したお金は、原新田公営住宅整備事業が平成
 (４.８％増） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６年度で完了したこともあり減少しましたが、大雪の影響で除雪対策費が１億４５３５
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 万５千円の大幅な増加となったため、前年度より増となりました。

●商工費 ２億１６６３万円３千円減 ・・・ 平成１６年度に行った観光事業会計への追加補助金（ロープウェーの営業費用不足分
 (２９.４％減） ・・・・・・・・・・・・・・・ への補助金）がなかったことで１億２８９８万３千円減、観光宣伝費が見直しにより４７４１
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 万円３千円減、町の制度資金貸付金が２１６９万８千円減などが主な要因です。

●農林水産業費 ７３３７万８千円減 ・・・・・・・・・ 中山間地域総合整備事業にかかる県営事業負担金が２６８９万５千円減、体験工房「大
 (３２.７％減） ・・・・・・・・・・・・・・・ 源太」の備品購入費が２６４８万２千円減などが主な要因です。

前年からの増減・・・そのポイン 前年からの増減・・・そのポイントト 

総務総務費費
１４億３１７２万６千１４億３１７２万６千円円
（（ ２１２１..２２％％ ） ）民生民生費費

９億６９５４万９億６９５４万円円
（（ １４１４..３３％％ ） ）

町が使ったお金（６７億６７７６万３千円）をその性質別によりグラフにしてみると、お金の使い方の特徴を違う側面から見
ることができます。

補助費補助費等等
１１２２億５８９６万４千億５８９６万４千円円
（（ １８.６１８.６％％ ） ）

人件人件費費
１１２２億１１２８万７千億１１２８万７千円円
（（ １７.９１７.９％％ ） ）

繰出繰出金金
９９億６８５６万２千億６８５６万２千円円
（（ １４.３１４.３％％ ） ）

物件物件費費
９９億５３３万９億５３３万９千千円円
（（ １１３.４３.４％％ ） ）

その他 ６億９１５１万２千円（ １０.２％ ）

積立金 ７億４３５２万１千円（ １１.０％ ） 維持補修費 ５億４０７５万９千円（ ８.０％ ）

普通建設事業費 ４億４７８１万９千円（ ６.６％ ）

性質別に見た支出の内訳・・・その特徴とポイン 性質別に見た支出の内訳・・・その特徴とポイントト 

�支出の中で最も大きな割合を占めるのが、各種団体への補助金や公営企業会計（水道事業、温泉管理事業、観光
事業、病院事業）の収入不足を補う補助金の３億８６３２万３千円、南魚沼地域広域連合への負担金５億７８７５万３千
円などを集計した補助費等（１８.６%）です。

�次に大きな割合を占めている人件費（１７.９％）は、職員の数が多いことが要因となっています。

� 3番目に大きな割合を占めるのが、特別会計（国民健康保険・老人保健・介護保険・下水道）の収入不足を補うために
支出された繰出金（１４.３％）です。特に下水道特別会計には７億１７８４万９千円という多額の繰出しをしています。

� 4 番目に大きな割合を占めている旅費や消耗品、委託料などの消費的な経費である物件費（１３.４％）は、事務と事業
の見直しにより経費の削減が図られ、平成１６年度に比べて、１億７４９９万２千円の減となりました。

� 5 番目は積立金（１１.０％）です。町の貯金である財政調整基金には、５億９３５２万１千円の積立を行いました。

※特別会計への繰出金や公営企業会計への補助金が、一般会計を圧迫しています。こうした「子どもへの仕送りのような
支出」が多いことが特徴と言えます。
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皆さんが納める保険税が支えです。国民健康保険特別会 国民健康保険特別会計計 

支出収入収入－支出＝６００１万円

他の医療保険に加入していない皆さんから納め
ていただく国民健康保険税が、収入の柱です。通常
の保険事業のほかに出産育児一時給付金４５０万
円、葬祭給付費７００万円、人間ドック助成金１４８１
万５千円等を支出しています。

 一般会計からの繰入金　８７５０万円 

◎基金の残高
　国民健康保険支払準備基金 

１億１３９２万５千円

金額科目金額科目

６億２４３７万８千円保険給付費３億５３６１万９千円国民健康保険税

２億１３５３万９千円老人保健拠出金３億１６９９万２千円国庫支出金

７１４８万９千円介護納付金１億３８８６万４千円療養給付費

１５６２万円保健事業費８７５０万円繰入金

１９２６万５千円総務費７３４８万５千円繰越金

３００８万円その他６３９２万１千円その他

９億７４３７万１千円計１０億３４３８万１千円計

特定の事業を行う場合に、その事業の収入を支出に充て、
一般会計と区別して経理する会計です。特別会計

医療費の支出が増え続けています。老人保健特別会 老人保健特別会計計 

支出収入収入－支出＝９１４万４千円

老人保健制度は、高齢者の医療の負担を軽くし、
安心して医療を受けられるようにするための制度で
す。対象となる７５歳（一定の障害のある人は６５歳）
以上の人に対し、医療費給付を行います。高齢化
が進む中で、今後も医療費が増加すると予想され
ます。

 一般会計からの繰入金　５７１０万１千円 

金額科目金額科目

７億６００９万円医療諸費４億５４９０万４千円支払基金交付金

１８７９万４千円諸支出金２億７１２万４千円国庫支出金

３６８万９千円総務費５７１０万１千円繰入金

５３３５万７千円県支出金

１９２３万１千円その他

７億８２５７万３千円計７億９１７１万７千円計

介護を必要とする高齢者を社会全体で支えます。介護保険特別会 介護保険特別会計計 

支出収入収入－支出＝３４９２万１千円

平成１７年度の要介護（要支援）認定者数は、３１１
人です。今後も介護サービスの利用が増加していく
と見込まれることから、健全財政を維持し、制度の安
定的な継続を図るため、給付の適正化に取り組ん
でいきます。

 一般会計からの繰入金　１億６１１万２千円 

◎基金の残高
　介護給付費準備基金 　　　１３５万３千円

金額科目金額科目

５億４１６６万３千円保険給付費１億７９３２万８千円支払基金交付金

３４２８万３千円総務費１億４９７２万５千円国庫支出金

９７３万３千円諸支出金１億１５９５万９千円繰入金

２２９万３千円その他９３２８万９千円介護保険料

７２６３万６千円県支出金

１１９５万６千円その他

５億８７９７万２千円計６億２２８９万３千円計

下水道への接続促進が課題です。下水道特別会 下水道特別会計計 

支出収入収入－支出＝７２１１万５千円

平成１７年度末の下水道普及率は８８.５％、水洗
化率は８０.２％です。平成１６年度で事業認可を受け
ていた区域の整備がほぼ完了したので、建設費が３
億３２６０万７千円減となりました。しかし急速に整備を
行ってきたため、借金の残高は平成１７年度末で８７
億５５８５万７千円となっています。

 一般会計からの繰入金　７億１７８４万９千円 

◎基金の残高
　下水道施設改修基金　 　１億２３７０万円

金額科目金額科目

７億９１１５万５千円公債費７億１７８４万９千円繰入金

１億５１６０万円公共下水道費２億６５２１万５千円使用料・手数料

５４８１万３千円特定環境保全公共下水道費６４５０万円町債

４３４７万４千円総務費６５５９万３千円その他

１０億４１０４万２千円計１１億１３１５万７千円計
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必要な経費を自らの収入で賄う独立採算の会計です。公営企業会計

安全な水源を確保し、安心して飲める水の供給に努めます。水道事業会 水道事業会計計 

年々水道使用量が減少していくなかで、水道料金収入もそれに
比例して減少してきましたが、平成１７年度は若干回復しました。
しかし、大雪により除雪費や修繕費、動力費等の支払いが増えたた
め、純利益は３２４万９千円と前年度に比べ大幅に減少（△２４４７万
６千円）しました。

 一般会計からの補助金　６２３３万７千円 

４億３２１８万２千円収入収益的収支
（経営活動に伴うもの） ４億２０７４万３千円支出

５８００万１千円収入資本的収支
（建設改良のためのもの） ２億６９４３万６千円支出

温泉は観光資源として、大きな役割を果たしています。温泉管理事業会 温泉管理事業会計計 

温泉管理事業は、源泉所有者・使用者・湯沢町の３本柱で昭和
５０年から事業をはじめ、すでに３０年が経過しました。その間、町
では源泉保護と効率的な給湯を行うため数々の改良工事などを
行ってきました。そして平成１８年度からは、民間経営の利点を活
用し、より効率的な事業を展開するという観点から民営化される
こととなり、温泉管理事業会計も平成１７年度をもって廃止されま
した。

 一般会計からの補助金　２００万円 

１億８６２４万７千円収入
収益的収支

１億７９１９万３千円支出

３９万２千円収入
資本的収支

２０２５万７千円支出

サービスの向上と事務の合理化に、最大限の努力をしています。観光事業会 観光事業会計計 

健全経営を目指し、不採算事業の見直し（岩原スキー場町営リフ
トの廃止など）や経費の節減に取り組んだ結果、対前年比約３０００
万円の経費の削減を行いました。しかし、平成１７年度も夏期の天
候不順や冬期の大雪の影響で、厳しい経営状況となりました。今ま
では、一般会計から多額の補助を受けて経営を保ってきましたが、
財政が厳しくなる中でそれも限界に来ています。事業自体のあり
方について抜本的見直しが進められてきた中で、新しい事業展開
（施設の民間貸付による営業）の準備が進められています。

 一般会計からの補助金　１億７１９８万６千円 

７億４８７３万５千円収入
収益的収支

７億９６６９万８千円支出

０円収入
資本的収支

１億７４７４万６千円支出

平成１４年度に開業した病院施設の会計です。病院事業会 病院事業会計計 

開院から４年が経過し、運営も順調に推移しています。平成１７
年度の事業収益は９億９３２６万１千円で、前年比２.４％の増となり
ました。
外来患者数６４,３４７人（1日平均２１８.９人・前年比２.９％増）
入院患者数２３,０５４人（1日平均２６３.２人・前年比１.１％減）

 一般会計からの補助金　１億５０００万円 

９億９３２６万１千円収入
収益的収支

１０億４１４５万９千円支出

０円収入
資本的収支

６６０万５千円支出

平成１７年度に一般会計から特別会計・公営企業会計に回したお金の総額は１３億５４８８万５千円に上り、
一般会計の支出総額の２０％を占めています。この中には、基準があって義務的に回さなければならないも
のもありますが、７億６５００万円余りはそうでないものです。一般会計から独立し、それぞれの事業の収入
をそれぞれの支出に充てて採算を取るべきとされるこれらの会計の建て直しが、今後の町財政にとって課
題の一つとなっています。
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湯
沢
町
の
家
計
は
こ
れ
か
ら
も
大
丈
夫

湯
沢
町
の
家
計
は
こ
れ
か
ら
も
大
丈
夫
？？

Ｑ　

湯
沢
町
は
財
政
が
豊
か
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
本
当
で
す
か
？

Ａ　

町
の
家
計
で
あ
る
財
政
状
況
は
、他
の
市

　
　

町
村
に
比
べ
れ
ば
豊
か
で
す
。

市
町
村
の
財
政
の
状
況
を
見
る
と
き
使

わ
れ
る
指
標
に
、「
財
政
力
指
数
」と「
経
常

収
支
比
率
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
財

政
力
指
数
」
と
は
、
標
準
的
な
行
政
活
動
に

必
要
な
お
金
を
、ど
れ
く
ら
い
自
前
で
調
達

で
き
る
か
を
表
し
た
数
値
で
す
。
一
方
「
経

常
収
支
比
率
」
と
は
、
人
件
費
や
社
会
保
障

費
な
ど
毎
年
必
要
な
経
費
が
、毎
年
入
っ
て

く
る
お
金
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合

か
を
表
し
た
数
値
で
す
。

こ
れ
を
一
般
家
庭
で
の
、月
々
の
収
入
と

支
出
に
当
て
は
め
て
み
ま
す
。例
え
ば
普
通

の
生
活
を
す
る
の
に
、月
　々

万
円
必
要
な

３０

家
族
構
成
の
家
庭
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。こ

の
家
庭
の
自
分
た

ち
で
稼
ぐ
月
給
が

　

万
円
で
、
足
り

１８な
い　

万
円
は
親

１２

か
ら
仕
送
り
し
て

も
ら
っ
て
い
る
場

合
、「
財
政
力
指

数
」
は
、
月
々
必
要
な　

万
円
に
対
す
る
自

３０

分
た
ち
で
稼
ぐ
月
給　

万
円
の
割
合
で
あ

１８

る　

と
な
り
ま
す
。こ
の
指
数
が
１
を
超
え

０.６
れ
ば
、必
要
な
お
金
は
全
部
自
分
で
賄
っ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
こ
の
家
庭
の
、食
費
や
光
熱
水
費
な

ど
暮
ら
し
に
必
要
な
生
活
費
が　

万
円
で

２７

あ
る
場
合
、「
経
常
収
支
比
率
」は
月
々
の
収

入　

万
円
に
対
す
る
生
活
費　

万
円
の
割

３０

２７

合
で
あ
る　

％
と
な
り
ま
す
。収
入
を
生
活

９０

費
に
充
て
た
残
り
が
多
い
ほ
ど
、生
活
に
余

裕
が
出
る
よ
う
に
、こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど

財
政
的
に
余
裕
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

全
国
の
町
村
を
人
口
お
よ
び
産
業
構
造

に
よ
り
分
類
し
た
場
合
の
類
似
町
村
と
比

べ
て
み
る
と
、
湯
沢
町
の
財
政
が
豊
か
で
、

ゆ
と
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

平
成　

年
度
湯
沢
町
の
決
算
状
況
を
、
前
の
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の

１７

数
字
が
並
ん
で
い
て
、
少
し
分
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で

は
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
、
も
う
少
し
解
説
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

�財政力指数（豊かさの指標）
  湯沢町 ・・・・・・・ １.５１
  類似町村 ・・・・・ ０.４７

※高いほど財政が豊かです。数値が 1を超
えると「親からの仕送り」である普通交
付税が国から交付されません。

�経常収支比率（ゆとりの指標）
  湯沢町 ・・・・・・・ ７０.２％
  類似町村 ・・・・・ ９０.７％

※低いほど財政にゆとりがあります。急な
出費に備える能力があることになります。

Ｑ　

豊
か
な
財
政
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
な

　
　

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

今
後
の
財
政
状
況
は
税
収
減
少
の
た
め
、

　
　

厳
し
く
な
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

湯
沢
町
の
収
入
を
支
え
て
い
る
根
幹
は
、

　

％
以
上
の
割
合
を
占
め
る
町
税
で
す
。平

７０成　

年
度
は
、滞
納
分
の
収
入
が
増
え
た
こ

１７
と
に
よ
り
一
時
的
に
上
昇
し
ま
し
た
が
、グ

ラ
フ
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
収
入
額
は
平

成
９
年
度
の　

億
円
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾

６５

向
に
あ
り
ま
す
。

湯
沢
町
の
収
入
の
柱
は
固
定
資
産
税

と
こ
ろ
で
湯
沢
町
の
税
収
は
、所
得
に
課

税
す
る
住
民
税
よ
り
、資
産
に
課
税
す
る
固

定
資
産
税
の
割
合
が
と
て
も
大
き
い
の
が

特
徴
で
す
。こ
れ
は
奥
清
津
発
電
所
が
稼
動

し
、上
越
新
幹
線
や
関
越
自
動
車
道
が
整
備

さ
れ
、リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ス
キ
ー
場
、

ホ
テ
ル
の
開
発
が
相
次
い
だ
こ
と
で
、そ
れ

ら
の
事
業
用
償
却
資
産
や
建
物
に
対
す
る

固
定
資
産
税
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た

か
ら
で
す
。
現
在
も
税
収
の
中
で
、
一
番
大

き
な
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
な
事
業
用
償
却
資

産
や
建
物
は
、年
数
が
経
過
す
る
に
つ
れ
資

産
価
値
が
減
少
し
ま
す
の
で
、そ
れ
に
対
す

る
税
額
も
基
本
的

に
毎
年
横
ば
い
に

据
え
置
か
れ
る
か
、

減
少
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
湯
沢
町

の
税
収
は
さ
ほ
ど
景
気
に
左
右
さ
れ
ず
、

「
一
定
の
レ
ベ
ル
ま
で
砂
時
計
の
よ
う
に

年
々
減
少
す
る
構
造
」で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

仮
に
こ
の
ま
ま
経
済
不
況
が
続
き
、新
規
投

資
等
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、平
成　

年
２７

度
に
は
税
収
が　

億
円
ま
で
落
ち
込
む
と

３９

予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
税
収
入
の
ポ
イ
ン
ト

※
固
定
資
産
税
の
中
で
も
、
特
に
事
業
用
償

却
資
産
と
建
物
に
対
す
る
割
合
が
大
き
い
。

こ
れ
ら
は
景
気
の
動
向
に
あ
ま
り
関
係
な

く
、
減
価
償
却
に
よ
り
一
定
の
レ
ベ
ル
ま

で
税
額
が
減
少
し
て
い
く
構
造
で
す
。

町税収入の推移

４３

５０
５２

５５
５８ ５７ ５７

６５
６４

６２

５７
５６

５４

５１
４９

４０

４５

５０

５５

６０

６５

７０

H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６

（億円）

５１

H１７
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Ｑ　

借
金
が
多
く
て
困
っ
て
い
る
市
町
村
が

　
　

あ
り
ま
す
が
、
湯
沢
町
の
借
金
は
？

Ａ　

他
の
市
町
村
と
比
較
す
れ
ば
少
な
い
と 

　
　

言
え
ま
す
。

ま
ず
町
の
借
金
で
あ
る
町
債
の
状
況
を
、

類
似
町
村
と
の
比
較
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
よ
う
に
借
金
の
面
で
も
、現
在
は
健

全
財
政
と
い
え
ま
す
。一
般
会
計
に
お
け
る

町
債
残
高
も
年
々
減
少
し
て
お
り
、平
成　
１７

年
度
末
に
は　

億
４
２
８
万
２
千
円
に
な

１２

り
ま
し
た
。

一
方
、下
の
グ
ラ
フ
を
見
て
わ
か
る
よ
う

に
、下
水
道
の
急
速
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

行
っ
た
た
め
、下
水

道
特
別
会
計
の
町
債

残
高
は
、　

億
５
５

８７

８
５
万
７
千
円
と
非

常
に
多
額
に
な
っ
て

い
ま
す
。こ
の
返
済

等
に
対
処
す
る
た
め
、一
般
会
計
か
ら
下
水

道
会
計
に
は
、５
億
３
８
２
７
万
５
千
円
の

お
金
を
回
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
他
の
会

計
の
借
金
返
済
の
た
め
に
平
成　

年
度
に
一

１７

般
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
た
額
は
、水
道
事
業

会
計
・
病
院
事
業
会
計
・
観
光
事
業
会
計
も
合

わ
せ
る
と
７
億
２
２
２
６
万
円
に
上
り
、一

般
会
計
の
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

湯
沢
町
の
各
会
計
の
借
金
を
全
部
合
わ

せ
る
と
１
２
８
億
２
１
９
２
万
円
に
な
り

ま
す
。こ
れ
で
も
類
似
町
村
に
比
べ
れ
ば
少

な
い
の
で
す
が
、今
後
税
収
の
減
少
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、慎
重
な
財
政
運
営
が
必
要
と

い
え
ま
す
。

Ｑ　

町
の
将
来
の
た
め
に
、い
ま
何
が
必
要
な

　
　

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

こ
れ
か
ら
に
備
え
て
、身
の
丈
に
あ
っ
た

　
　

財
政
規
模
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
て
収
入
が
減
る
と
想
定
さ
れ
た
場
合
、

一
般
的
に
は
貯
金
を
お
ろ
す
こ
と
が
対
策

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。そ
こ
で
町
の
貯
金
と

言
え
る
基
金
残
高
の
推
移
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
平
成　

・　

年
度
は
収
入
が
不
足
し
た

１５

１６

た
め
、
貯
金
を
お
ろ
し
て
支
出
に
充
て
た
形

と
な
り
、
基
金
残
高
が
減
り
ま
し
た
。
し
か

し
平
成　

年
度
は
、
平
成　

年
度
ま
で
の
３

１７

１９

年
間
で
歳
出
５
億
円
を
削
減
す
る
と
い
う

事
業
見
直
し
な
ど
の
効
果
に
よ
り
、残
高
は

約　

億
円
と
前
年
度
末
よ
り
も
７
億
円
増

３０
え
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
中
に
は
中
学
校
建
設
基
金

な
ど
、特
定
の
目
的
の
た
め
に
積
み
立
て
て

い
る
基
金
も
含
ま

れ
て
お
り
、そ
れ
ら

を
除
い
た
額
は
約

　

億
円
と
な
り
ま

２０す
。仮
に
現
在
の
予

算
規
模
を
維
持
す

る
た
め
に
、今
後
税
収
が
減
少
す
る
分
に
基

金
を
充
て
て
い
け
ば
、基
金
は
底
を
つ
い
て

し
ま
い
ま
す
。

小
さ
く
て
も
き
ら
り
と
輝
く
自
治
体
を

目
指
す
湯
沢
町
に
と
っ
て
、今
必
要
な
の
は

合
理
化
と
ス
リ
ム
化
で
す
。

「
観
光
の
町
と
し
て
魅
力
を
高
め
な
が
ら
も
、

社
会
福
祉
な
ど
ど
う
し
て
も
必
要
な
分
野

を
除
き
、
事
業
を
見
直
し
て
廃
止
・
縮
小
し

た
り
、サ
ー
ビ
ス
や
負
担
を
他
町
レ
ベ
ル
に

す
る
こ
と
」

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

�起債制限比率（公債費負担の健全度）

  湯沢町 ・・・・・ ３.３％
  類似町村 ・・ ９.２％

※町の一般財源のうち、借金の返済額が占
めている割合です。低いほど借金が財政
を圧迫していないことになります。

�　　　　　　　　 （将来負担の健全度）

  湯沢町 ・・・・・ １３万８３２８円
  類似町村 ・・ ４８万１６７５円（H１６年度）

※一般会計における残高です。湯沢町は大
変低く、将来負担も低く抑えられています。

人口１人あたりの
町債現在高

公債残高の推移

０

１０

２０

３０

４０

５０

６０

７０

８０

９０

１００

H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

（億円）

下水道

水道

一般会計

観光

病院

一般会計基金残高の推移

２９

２３ ２２

１８

２４ ２３

１９ １９ ２０

２４

２８ ２８
２６

２４ ２３

１０

１５

２０

２５

３０

３５

４０

H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６

（億円）

H１７

３０

●
現
在
、湯
沢
町
は
安
定
し
た
税
収
が
あ
り
、

借
金
も
少
な
く
健
全
な
財
政
状
況
を
保
っ

て
い
ま
す
。し
か
し
税
収
は
こ
れ
か
ら
も

減
り
続
け
、
平
成　

年
に
は
現
在
の
８
割

２７

以
下
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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平成１９年度の保育園入園児童を募集します。入園を希望する場合は、必ず申し込みを行ってください。
３歳未満児については、緊急を要すると認められるもの以外は年度途中での入園はできません。平成１９年
度中に育児休業が終了するなど、どうしても途中入園が必要となる方は、募集期間中に各保育園にご相談くだ
さい。
なお、現在入園している児童が平成１９年度の入園承諾を受けている場合でも、各保育園から配布される継続
入園確認書の提出が必要です。

【募集期間】 １１月１日（水）～１１月１６日（木）
【申込書】 各保育園および住民課保育係に用意してあります。
【受付場所】 各保育園
【事情調査等】 ３歳未満児および新入園児童については、各保育園で 面
談を行います。なお、申し込み内容に不明な点がある 場合には、電話等で
事情をお伺いすることがあります。
【入園決定】 平成１９年２月中旬ころに通知します。

住
民
課
保
育
係
か
ら
の
お
知
ら
せ　

℡
７
８
４
・
３
０
０
１

平成１９年度　　 保育園入園児童募集

電話番号定員所在地保育園名

７８４－３６１６６０人平沢神立保育園

認可
７８７－３２５７１２０人萩原土樽保育園

７８４－２０７１１２０人石白中央保育園

７８４－２５０２６０人楽町湯沢保育園

７８９－２１１０３０人浅貝浅貝保育園へき地

●認可保育園では次の特別保育を行います。
 ・延長保育 （午前８時～午後６時）
 ・乳児保育 （生後１０か月から、
  中央保育園では生後６か月から）

●平成１７年度から認可保育園での土曜日開設
保育園が、中央保育園のみとなり、一日保育
が可能となっています。ご注意ください。

農業所得に係る収支計算説明会の開農業所得に係る収支計算説明会の開催催 税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ　

℡
７
８
４
・
３
４
５
２

農業所得の計算は、ご自分の収入金額から必要経費を差し引いて計算する収支計算が原則です。平成１８年分から、
すべての方が収支計算をすることになります。今後は税務署や町から提供されていた経費の目安はありませんので、ご
注意ください。
なお、収支計算では、収入金額および必要経費を項目（科目）ごとに分類して計算することになります。日ごろからの
購買伝票や領収書などを区分、整理し、預金通帳などとともに大切に保管してください。さらに、これらの書類の紛失や
集計もれを防ぐためにも、こまめに帳簿などへ記帳することを心がけてください。
つきましては、下記の日程で収支計算説明会を開催しますので、ぜひ参加していただきますようお知らせします。

【日時と会場】（いずれも内容は同じです。）
・１１月２１日（火） 午後２時～４時 湯沢カルチャーセンター
・１１月２２日（水） 午前１０時～正午 ＪＡしおざわ　本所
・１１月２２日（水） 午後２時～４時 ＪＡしおざわ　本所
【講師】
関東信越税理士会小千谷支部所属税理士および小千谷税務署職員
【対象者】
農業所得のある方
【問い合わせ】
小千谷税務署 個人課税第一部門 ・・・・・・・ ℡０２５８－８３－２０９３
税務課住民税係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ℡７８４－３４５２

� �������������������������������������������������������������������������������������������
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男女雇用機会均等法が変わります！男女雇用機会均等法が変わります！！！
ーー 平平成１９年４月１日スター成１９年４月１日スタートト ーー

 男男女雇用機会均等法改正のポイント女雇用機会均等法改正のポイント 
 ○男女双方に対する差別が禁止されます。（�現行法では、女性に対する差別の禁止）
 ○「降格」、「職種変更」など、禁止される差別が追加、明確化されます。（�現行法で禁止されているのは、募集・ 
  採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇についての差別）

 ○間接差別が禁止されます。（�新設）
  ・・・外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要などの合理性がない場
   合には間接差別として禁止されます。（省令はこれから定められますが、次のような内容が想定されます。）
   � 募集・採用に当たり、一定の身長、体重または体力を要件とすること
   � 昇進に当たり、転勤経験を要件とすること

 ○妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いが禁止されます。（�現行法では、定年・解雇のみ禁止）

 ○妊娠中および出産後１年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得等が解雇の理由ではないこと
  を証明しない限り無効となります。（�新設）

 ○ポジティブ・アクション（男女間の格差解消のための積極的取組）に取り組む企業が実施状況を公開する際に、 
  国が援助します。（�追加）

 ○男性に対するセクシャルハラスメントも防止対策が義務となります。（�現行法では、女性のみ）

 ○間接差別、妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、セクシャルハラスメントおよび母性健康管理の措置に関する
  ことについても、調停や企業名公表等の対象となります。（�追加）

 ○報告徴収に応じない場合または虚偽の報告を行った場合は、過料（２０万円）に処せられます。（�新設）

労働基準法改正のポイント  労働基準法改正のポイント 
 ○坑内労働について、女性技術者が管理・監督業務を行えるよう規制が緩和されます。（�現行法では、原則禁止）

 【日時】  １１月１４日（火）午後１時３０分～４時
 【会場】  パストラル長岡（長岡市今朝白２－７－２５　℡０２５８－３５－１３０５）
 【定員】  １５０名（申し込みが必要です。また定員になり次第締め切ります。）

 【申し込み・問い合わせ】
 新潟労働局雇用均等室　℡０２５－２３４－５９２８　�０２５－２６５－６４２０
 ※参加ご希望の方は、１１月９日（木）までにお申し込みください。

改正男女雇用機会均等法説明会のご案内

� �������������������������������������������������������������������������������������������

２
期
６
年
間
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
ご
活
躍
い
た

だ
き
ま
し
た
森
下
勇
喜
さ
ん
が
９
月　

日
を
も
っ
て
退

３０

任
さ
れ
ま
し
た
。森
下
さ
ん
の
永
年
の
功
績
を
讃
え
、法

務
大
臣
よ
り
感
謝
状
の
贈
呈
が
あ
り
ま
し
た
。
お
つ
か

れ
さ
ま
で
し
た
。後
任
に
、　

月
１
日
付
け
で
駒
形
虎
次

１０

郎
さ
ん
（
堰
場
）
が
任
命
さ
れ
、
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
の
方
々
は
、
日
ご
ろ
か
ら
住
民
の
皆

さ
ま
か
ら
の
人
権
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
地
域

の
中
で
人
権
思
想
を
広
め
、
人
権
侵
害
が
起
き
な
い
よ

う
に
見
守
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
人
権
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

退任され、感謝状を送られた森下 勇喜さん（写真右）と、
後任に委嘱された駒形 虎次郎さん（写真左）

人
権
擁
護
委

人
権
擁
護
委
員員

退
任
と
後
任
の
任
命
に
つ
い
て
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中央公中央公園園
指定管理指定管理者者のの
募集につい募集についてて

湯沢町は中央公園の管理を委任する指定管理者を
次により募集します。

1 委任施設の概要等
 （1）名称 中央公園
 （2）所在地 湯沢町大字神立字野首 628 番地 1他及び大字土樽
  字下中子 151 番地 1他
 （3）施設の概要

2 指定管理者が行う業務の範囲
指定管理者が行う業務の範囲は次の通りです。（詳細は、募集要綱及び業務基準書によります。）
 （1）中央公園の維持管理に関する業務
 （2）スポーツ施設及びレクリエーション施設の利用の許可及び利用料金に関する業務及び利用促進業務
 （3) 緑化推進に関する業務
 （4) 自主事業の企画及び実施業務
 （5) 本公園の管理業務の経費に関する業務
 （6）上記業務に付帯する業務

3 指定期間
平成 19年 4月 1日から平成 24 年 3月 31 日までの 5年間の予定です。

4 応募資格  
公募の告示の日（平成 18年 10 月 25 日）現在、町に主たる事業所を有している法人その他の団体。なお、法

人格の有無は問いませんが、個人は応募できません。複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、次
のとおりです。
 ①グループの代表団体を決めてください。他の団体は構成団体とします。
 ②代表団体の代表者をグループの代表者とします。
 ③同一の法人等が複数のグループに同時に所属して応募することはできません。
※その他応募資格の詳細は公募要綱によります。募集要綱及び業務基準書は湯沢町役場建設課で交付します。

5 応募の手続
 （1）応募方法
 　　申請書に提出書類を添付して湯沢町役場建設課へ提出してください。なお申請書及び提出書類は、
 　　湯沢町役場建設課で交付します。
 （2）受付期間    
 　　平成 18 年 10 月 30 日（月）から 11 月 20 日（月）まで

6 その他
 （1）その他詳細については、募集要綱及び業務基準書によります。
 （2）この募集に関して不明な点や詳細については、湯沢町役場建設課にお問い合わせください。

7 問い合わせ先
   湯沢町役場建設課　℡ 784 － 4852　� 780 － 6072

183,800 ㎡供用面積

総合公園公園の種別

湯沢カルチャーセンター
湯沢レジャープール＜オーロラ＞
スポーツ施設及びその他施設

主な施設
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【
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
部
】　

湯
沢
町
長
賞　
「
無
邪
気
な
デ
イ
ト
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
倉
美
矢
子　
（
新
潟
市
）

【
レ
デ
ィ
ー
ス
の
部
】　

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
所
長
賞　
「 
雫 
の
パ
レ
ー
ド
」

し
ず
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
沼
豊
子　
（
群
馬
県
安
中
市
）

【
一
般
の
部
】　

秋
山
庄
太
郎
賞　
「
フ
ラ
ダ
ン
ス
」

　
　
　
　

竹
田
捷
幸　
（
上
越
市
）

湯
沢
高
原
ア
ル
プ
の
里
で
は
、
平
成　

年
６
月
〜
９
月
に

１８

募
集
し
て
い
た
「
秋
山
庄
太
郎
記
念

第　

回
湯
沢
高
原
フ

１４

ラ
ワ
ー
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
入
賞
作
品
を　

月
９
日
の

１０

審
査
会
で
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
毎
回
多
く
の
方
か
ら
参
加
い
た
だ

き
、
今
年
は
５
７
５
通
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は

「
一
般
の
部
」、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
部
」、「
レ
デ
ィ
ー
ス
の
部
」

の
部
門
ご
と
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
秋
山
庄
太
郎
賞
」、「
湯

沢
町
長
賞
」、「
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
所
長
賞
」を
は
じ
め
、優
秀
賞
、

入
選
、
佳
作
と
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
入
賞
作
品
は　

月
３
日
ま
で
、
湯
沢
温
泉
ロ
ー
プ

１１

ウ
ェ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
特
設
コ
ー
ナ
ー
で
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

秋
山
庄
太
郎
記

秋
山
庄
太
郎
記
念念

第

回
湯
沢
フ
ラ
ワ
ー
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
決

第　

回
湯
沢
フ
ラ
ワ
ー
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
決
定定

1414

� �������������������������������������������������������������������������������������������

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

断
水
の
お
知
ら
せ

小
坂
地
区
は
、
配
水
池
清
掃
の
た
め
、
断
水
と
な
り

ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

　

月
７
日
（
火
）

１１午
後
１
時
〜
４
時

【
問
い
合
わ
せ
】

水
道
課
管
理
係

℡
７
８
４
・
４
８
５
３

１１月１日（水）ふれあい広場は

保健師よりこれからの季節に向けての、　
　「健康管理」と「生活リズム」の
大切さを話してもらいます。
ぜひ参加してください。

 【時間】 午前１０時３０分～
 【会場】 カルチャーセンター
  小ホール

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ



 

 

 

 

 

（12）広報ゆざわ　H１８．１０．２９

精神に障害のあるご本人・ご家族の方が利用できる制度・サービスを
ご紹介します。サービス利用やご相談時などプライバシー等は厳守され
ますので、お気軽に声をかけてください。

保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ　

℡
７
８
４
・
３
１
４
９

～こころに病気をもっている～こころに病気をもっている方方
そして家族の皆さんそして家族の皆さんへへ

① 社会参加促進事業「ふれあいサロン」に遊びにきてみませんか？
精神に障害のある方の「つどいの場」です。簡単な作業や調理実習・レクリエーション、季
節ごとのお楽しみ会 (お花見･クリスマス会など )を行っています。毎回 10人程度の参加者と
数名のスタッフで笑い声あふれるサロンです。ぜひ、お出かけください。
 【日時】 毎週火曜日 ( 祝日・年末年始はお休みです。)
  午前 10 時～午後 3時　※体調等により早めの帰宅も可能です。
 【会場】 やすらぎ荘
 【その他】 参加費 1回につき 50 円をお持ちください
  昼食の主食用に“おにぎり”等をお持ちください

② 家族会に入会しませんか？
湯沢町には精神障害者を抱える家族の会「のぞみ会」があります。
この会は、家族の方が心の病に対する正しい知識を身につけたり、誤解を解いたり、同じ障
害者を抱える家族同士で悩みや苦しみを語り合い、お互いに励ましあい支えあう会です。また
本人や家族が安心して生活していくために何が必要かを考え、組織として発言し、活動してい
く会でもあります。どうぞ、日頃抱えている思い・悩み・要望をお聞かせください。
 【入会受付】 随時
 【年会費】  2,000 円

③ 精神保健福祉手帳の取得ができます。
所得税や住民税などでの障害者控除、タクシー券の利用 (初乗り運賃助成 ) や町営温泉利用
料割引などの福祉サービスが受けられます。

④ 障害者自立支援法による医療費の公費負担制度があります。
精神科に通院した際の医療費が原則 1割負担となる制度です。支給を受けるためにはあら
かじめ申請が必要になります。手続きには、様々な書類が必要になりますので、まずはご相談
ください。

⑤ 町独自の医療費・交通費助成制度があります。
 � 自立支援医療 (精神通院 ) の支給を受けている方の通院医療費・交通費の 1/2 助成
 � 授産施設への通所交通費 1/2 助成
 � 精神疾患にかかる入院医療費の 1/2 助成
必要な書類等をお渡ししますので、一度窓口までお越しください。

【問い合わせ】　湯沢町保健センター　℡ 784 － 3149
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� 認知症かな？と思って早く医師に受診しても治療方法はない？
� 昔のことを覚えていて、受け答えが上手にできる人は認知症ではない？
� 認知症は年をとると誰でもなる？
� 認知症になると、本人は何もわからないから楽である？
� 認知症の人へは説得することで、介護者が困る行動を減らすことができる？

 解答 

� × 認知症は様々な病気でおこります。残念ながら治療が難しい病気が大半ですが、症状を軽減し 
   たり中には治る病気もあります。受診して認知症かどうか原因となっている病気が何か調べて 
   もらうことが大事です。まずは主治医に相談してみましょう。
� × 上手に会話のつじつまを合わせられる力は残っています。
� × 認知症と年齢相応の物忘れはまったく別のものです。認知症は病気のために起こるものです。
� × 記憶は、途切れ途切れになっていきますが、瞬間瞬間に感じる喜怒哀楽はとても豊かです。
   こころは生きているのです。ご本人は、暮らしの中の不安やストレスと闘っています。
� × 認知症の人の誤りや間違った考えを理詰めで説得することはうまくいきません。とっても不安 
   で混乱しているので説得しても通じません。説得よりも「納得」を大事に・・・・・

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ　

℡
７
８
４
・
３
０
０
０

先
月
の
広
報
で
「
高
齢
者
の
う
つ
病
」
に
つ
い
て

お
伝
え
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
「
認
知
症
」
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

湯
沢
町
に
は
平
成　

年
度
末
の
状
況
で
、
介
護

１７

保
険
認
定
者
の
約
7
割
、　

歳
以
上
の
1
割
の
方

65

に
認
知
症
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
団
塊
の
世
代
の

方
が　

歳
以
上
に
な
る
平
成　

年
以
降
は
更
に

65

２７

増
え
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

認
知
症
が
あ
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
家
・
地
域
で

の
生
活
が
続
け
ら
れ
、
自
分
ら
し
い
生
活
を
続
け

て
い
く
た
め
に
は
、
家
庭
や
地
域
で
一
緒
に
生
活

し
て
い
る
皆
さ
ん
が
認
知
症
を
理
解
し
、
支
援
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

認知症についてどのくらい知っているかチェックしてみましょ　認知症についてどのくらい知っているかチェックしてみましょうう　

たとえば・・電車に乗っていてつい寝込んでしまいます。ハッ！と目覚めたときの「ここはどこ？」
「今何時？」「私何してたっけ？」という焦りや不安な気持ちがずっと続くとしたら・・・・

認知症の方の感覚をちょっとイメージしてみましょ　認知症の方の感覚をちょっとイメージしてみましょうう　

「認知症」「認知症」をを

理解しましょう理解しましょう！！

認知症のご本人も見守っている家族も、周囲の方（地域の方）の見守りや支えを必要としています。
自分にも何かできそうだけど、どうしたらいいかな？という方は地域包括支援センターの保健師にご
連絡ください。

一緒に考えるお手伝いをしま　一緒に考えるお手伝いをしますす　

１. 湯沢町地域包括支援センター（総合福祉センター内 ) ・・・・・ 電話７８４－３０００
２. 「認知症の人と家族の会」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電話０１２０－２９４－４５６
 （月曜から金曜　午前１０時～午後３時、祝日は休み）ホームページ����:������������	�
��
��
３. 新潟県高齢者総合相談センター（新潟ユニゾンプラザ） ・・・ 電話０２５－２８５－４１６５

認知症？と家族や知人、自分のことで心配されている方の相談窓　認知症？と家族や知人、自分のことで心配されている方の相談窓口口　



 

 

 

 

 

（14）広報ゆざわ　H１８．１０．２９

湯沢消防署から湯沢消防署からののお知らせお知らせ （第１３回）

雪囲いの事故 雪国では積雪による被害を防ぐため、窓に落とし板を入れたり、庭木に雪囲いをすると
いった事前の準備を必要とするものが多くあります。雪が降らなければこのようなことは必

要ないのですが、これも雪国の宿命の一つといえます。
さて雪囲いするために、脚立やはしごをかけて仕事をすることも多いと思います。ところが、高所から墜落する事故が
毎年必ずあります。地面がコンクリートなど硬いところでは、墜落すると命にかかわるけがとなることがあります。雪囲い
の作業では、十分な注意が必要です。

湯沢消防署
℡７８４－３３７７

・作業はできれば２人以上で行い、決して無理をしないことを心がける。
・作業をする前は家族に一声をかけて、所在をはっきりさせる。

作業するときの注意点は？

脚立（はしご）を使うときの注意点は？

万が一事故が起こったら？

高所からの墜落（転落）は、多発外傷となることが多く、例えば、頭部を
打って意識障害、頚椎損傷、肺挫傷、四肢の骨折などの外傷を複数で起こ
すことがあります。

� 助けを呼んで「119 番通報」をしてもらう。
� できることなら、安全な場所に移動する。
� 頚椎損傷など、麻痺を伴ったけがでは頚椎を保護して
 から移動する。
� 意識・呼吸状態を確認して、正常な呼吸がなければ心肺
 蘇生法を実施する。

普通救命救急講習会について

消防署では年に数回の普通救命講習会（心肺蘇生法、止血法、窒息時の
異物除去、ＡＥＤの使用方法）を実施しています。実技主体で無料で受
講できます。グループでの受講や、定期開催（湯沢消防署では１２月の
予定）の講習会に申し込んでください。

脚立を使用するときは、天板（最上段）の上には絶対に乗ら

ない。（上から２段目または３段目以下を使用する。）

××

７５７５°°

開き止め金具は
確実にロックする。

はしごの裏表を使用
前に確認して、裏面
は絶対に使用しない。

はしごの立て掛け角
度は約７５°にする。

表表面面

裏裏面面
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心
の
相
談
会
の
ご
案

心
の
相
談
会
の
ご
案
内内

〜
医
師
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

　

受
け
て
み
ま
せ
ん
か
〜

五
日
町
病
院
の
精
神
科
医
師
に

よ
る
、
心
の
相
談
会
が
あ
り
ま
す
。

ご
本
人
で
も
、
ご
家
族
の
方
で
も

結
構
で
す
。
事
前
に
予
約
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
保
健
セ
ン
タ
ー

ま
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
相
談

に
つ
い
て
は
固
く
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
安
心
く

だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
す
。お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
相
談
内
容
の
一
例
】

・
最
近
眠
れ
な
い
日
が
続
く

・
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い

・
お
酒
に
つ
い
て
の
問
題

・
行
動
が
お
か
し
い

・
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て

【
相
談
日
時
】

　

月　

日
（
金
）

１１

１７

午
後
１
時　

分
〜
午
後
３
時

３０

【
相
談
会
場
】

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
相
談
担
当
医
師
】

小
川　

杉
子
医
師

【
申
し
込
み
】

湯
沢
町
保
健
セ
ン
タ
ー

℡
７
８
４
・
３
１
４
９ 

 

北
越
急
行
株
式
会
社
で
は
社
員

を
次
の
よ
う
に
募
集
し
ま
す
。
応

募
方
法
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、

北
越
急
行
株
式
会
社
総
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
募
集
職
種
】

総
務
部
係
員

【
募
集
人
員
】

１
名

【
募
集
締
切
日
】

　

月　

日
（
木
）

１１

３０

【
募
集
要
件
】

・
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に
生

５１

ま
れ
た
方

・
日
本
商
工
会
議
所
簿
記
検
定
１

級
程
度
の
能
力
を
有
す
る
方

【
問
い
合
わ
せ
】

北
越
急
行
株
式
会
社
総
務
課

℡
７
７
０
・
２
８
２
０ 

北
越
急
行
株
式
会
社

社
員
募
集
の
ご
案
内

� �������������������������������������������������������������������������������������������

町
営
共
同
浴

町
営
共
同
浴
場場

二
居
共
同
浴
場

「
宿
場
の
湯
」
は

改
修
工
事
の
た
め
、

　

月　

日
（
木
）
ま
で

１１

１６

臨
時
休
業
し
ま
す
。

◎　

月　

日（
金
）か
ら
は
営
業
を

１１

１７

再
開
す
る
予
定
で
す
が
、
改
修

工
事
は　

月　

日（
木
）ま
で
継

１１

３０

続
す
る
予
定
で
す
。

◎
営
業
を
再
開
し
て
か
ら　

月　
１１

３０

日
（
木
）
ま
で
は
、
工
事
期
間
中

の
た
め「
景
観
が
悪
い
」な
ど
の

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

� �������������������������������������������������������������������������������������������

石
綿
業
務
に
従
事
し
た
離
職
者
の
皆
さ
ん
へ

過
去
に
石
綿
を
製
造
、
ま
た
は
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
し
、
事
業
場

の
廃
業
な
ど
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
石
綿
健
康
診
断
を
受
診
で
き
な

い
退
職
者
の
皆
さ
ん
に
対
し
て
、
無
料
で
健
康
診
断
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

【
対
象
と
な
る
方
】

石
綿
を
製
造
、
ま
た
は
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
し
て
退
職
し
た
方

で
、
次
の
す
べ
て
の
項
目
を
満
た
し
て
い
る
方
。

①
従
事
し
て
い
た
作
業
が
特
定
で
き
る
こ
と
。

②
初
回
ば
く
露
か
ら
、　

年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

１０

③
以
前
石
綿
作
業
に
従
事
し
て
い
た
事
業
場
が
廃
業
や
倒
産
、
退
職

者
に
対
す
る
健
康
診
断
を
拒
否
な
ど
の
理
由
で
、
石
綿
健
康
診
断

を
受
診
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
。

④
石
綿
に
か
か
る
健
康
管
理
手
帳
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

※
申
請
さ
れ
た
方
全
員
が
、
受
診
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

【
申
請
場
所
】

・�
新
潟
県
労
働
衛
生
医
学
協
会

　

新
潟
市
北
場
１
１
８
５
‐
３　

　

℡
０
２
５
・
３
７
０
・
１
９
６
０

・�
新
潟
県
健
康
管
理
協
会

　

新
潟
市
新
光
町
１
１
‐
１

　

℡
０
２
５
・
２
８
３
・
３
９
３
９

・�
健
康
医
学
予
防
協
会

　

新
潟
市
は
な
み
ず
き
２
‐
１
０
‐
３
５

　

℡
０
２
５
・
２
７
９
・
１
１
０
０

※
申
請
に
際
し
て
は
、事
前
に
申
請
書
を
入
手
し
、申
請
者
本
人
が
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
先
は
、こ
ち
ら
の
申
請
場
所
と
な
り
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

　

月
１
日（
水
）〜　

月　

日（
金
）

１１

１１

１７

�

�

�

�

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
と

肝
臓
ガ
ン
に
つ
い
て

日
ご
ろ
か
ら
気
を
つ
け
て
い
る

つ
も
り
で
も
、
つ
い
つ
い
無
理
を

し
て
し
ま
う
方
々
に
聞
い
て
い
た

だ
き
た
い
内
容
で
す
。

ご
家
族
、
ご
近
所
の
方
を
お
誘

い
合
わ
せ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

入
場
は
無
料
で
す
。

【
日
時
】

　

月
９
日
（
木
）

１１午
後
３
時
〜
４
時

【
会
場
】

六
日
町
病
院　

２
階　

講
堂

【
講
師
】

新
潟
大
学
医
歯
学
総
合
病
院

第
３
内
科　

医
学
博
士

山
際　

訓　

先
生

【
問
い
合
わ
せ
】

県
立
六
日
町
病
院　

庶
務
課

℡
７
７
２
・
７
１
１
１ 

新
潟
地
方
法
務
局
お
よ
び
新
潟

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

　

月　

日
（
月
）
か
ら　

月　

日

１１

１３

１１

１９

（
日
）ま
で
を「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間
と
し
て
、法
務

局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
女
性
の
人
権
に
関
す
る
電
話

相
談
を
受
付
し
ま
す
。

期
間
中
は
土
・
日
曜
も
相
談
に

応
じ
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【
相
談
内
容
】

差
別
・
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ

夫
婦
間
の
問
題
な
ど

広
く
女
性
の
人
権
に
関
す
る
こ
と

【
電
話
番
号
】

０
５
７
０
・ 
０
７
０
・
８
１
０ 

ゼ
ロ
ナ
ナ
ゼ
ロ
の
ハ
ー
ト
ラ
イ
ン

（
全
国
共
通
の
番
号
で
す
。
た
だ

し
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接

続
で
き
ま
せ
ん
。）

【
相
談
時
間
】

（
平
日
の
相
談
時
間
）

　

月　

日（
月
）〜　

月　

日（
金
）

１１

１３

１１

１７

午
前
８
時　

分
〜
午
後
７
時　

分

３０

３０

（
土
・
日
曜
日
の
相
談
時
間
）

　

月　

日（
土
）〜　

月　

日（
日
）

１１

１８

１１

１９

午
前　

時
〜
午
後
５
時

１０

地
域
の
経
済
活
動
や
雇
用
の
安

定
に
深
く
貢
献
す
る
建
設
産
業
の

発
展
を
図
る
た
め
に
、「
よ
り
よ
い

 
現
場 
で
働
き
た
い
！
」
を
ス
ロ
ー

し
ょ
く
ば

ガ
ン
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
建

設
業
で
働
く
方
々
の
雇
用
の
安

定
・
労
働
福
祉
の
向
上
・
労
働
災

害
の
防
止
等
の
一
層
の
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

建
設
事
業
主
を
始
め
、
関
係
者

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
建
設
業
の
雇
用
改
善
を

支
援
す
る
助
成
金
制
度
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
助
成
金
の
問
い
合
わ
せ
】

雇
用
・
能
力
開
発
機
構

新
潟
セ
ン
タ
ー
業
務
第
二
課

℡
０
２
５
・
２
４
７
・
５
３
２
３

【
問
い
合
わ
せ
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

℡
７
７
２
・
３
１
５
７

ハ
イ
、
県
く
ら
し
の
ダ
イ
ヤ
ル
で
す
。

く
ら
し
に
役
立
つ
ダ
イ
ヤ
ル
は
、

０
２
５
・
２
８
５
・
７
０
０
０

《
お
聞
き
に
な
り
た
い

テ
ー
マ
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
》

　

月
６
日
（
月
）
か
ら

１１
　

月
４
日
（
月
）
ま
で
の
テ
ー
マ

１２

（16）広報ゆざわ　H１８．１０．２９

Ｓマークは厚生労働大臣認可の標準約款制度
に従って営業しているお店です。
このＳマークを店頭に表示しているお店なら
安心、安全、衛生が保証され、皆さまの信頼できる
お店選びの大きな目安となります。また万一の場
合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。

財団法人　新潟県生活衛生営業指導センター
　　　　　℡０２５－２８３－５９００

理容店、美容店、クリーニング店、
めん類飲食店、一般食堂の
お店選びはＳマーク登録店で

厚生労働大臣認可

健
康
講
演
会
「
肝
臓
の
お
話
」

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
に
つ
い
て

　

月
は

１１「
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
」で
す

テーマ
①くらしの情報（毎月第 1月曜日正午更新）
・携帯電話の便利な使い方
・契約の解消と原状回復
②消費生活相談事例（毎月第 1月曜日正午更新）
・訪問販売のトラブル
③クーリング・オフの方法
④相談が多い事例のアドバイス
・携帯電話のサイト料金請求トラブル
・ハガキ等による覚えのない請求の対処法
※緊急な消費生活情報がある場合、変更されることがあります。

消
費
生
活
情
報
の

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
す



（17）

　

地
域
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら
、

県
立
六
日
町
病
院
に
関
す
る
建
設

的
な
意
見
や
要
望
を
お
聞
き
し
て
、

病
院
運
営
や
医
療
・
患
者
サ
ー
ビ

ス
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
よ
る「
病
院
モ
ニ
タ
ー
」

を
募
集
し
ま
す
。

謝
礼
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
病
院

ま
で
の
交
通
費
は
支
給
し
ま
す
。

【
活
動
内
容
】

・
病
院
職
員
と
の
意
見
交
換

・
病
院
見
学

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
協
力

【
任
期
】

委
嘱
の
日
か
ら
１
年
間

【
募
集
人
員
】

　

名
程
度（
多
数
の
場
合
、選
考
）

３０
【
応
募
方
法
】

病
院
総
合
受
付
に
あ
る
所
定
の

応
募
用
紙
を
記
入
し
て
、
直
接
応

募
箱
に
入
れ
る
か
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

　

月
５
日
ま
で

１１
【
問
い
合
わ
せ
】

県
立
六
日
町
病
院　

庶
務
課

℡
７
７
２
・
７
１
１
１ 

『
不
妊
・
更
年
期
相
談
』

開
催
の
お
知
ら
せ

南
魚
沼
保
健
所
で
は
、
次
の
よ

う
な
方
を
対
象
に
、
専
門
医
師
に

よ
る
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
対
象
】

・
不
妊
で
悩
ん
で
い
る
方

・
の
ぼ
せ
、
ほ
て
り
、
発
汗
、
冷

え
性
、
不
眠
等
の
症
状
が
気
に

な
る
女
性

【
日
時
】

平
成　

年　

月
７
日
（
火
）

１８

１１

午
後
２
時
〜
４
時

【
会
場
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部

（
南
魚
沼
保
健
所
）

【
相
談
担
当
医
師
】

た
か
き
医
院
副
院
長

高
木　

成
子　

先
生

（
産
婦
人
科
医
師
）

【
申
し
込
み
締
め
切
り
】

　

月
２
日
（
木
）

１１相
談
は
予
約
制
で
す
。
ご
希
望

の
方
は
、
必
ず
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

【
申
し
込
み
先
】

南
魚
沼
保
健
所
地
域
保
健
課

℡
７
７
２
・
８
１
３
７

相
談
は
無
料
で
す

県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

で
は
、
お
年
寄
り
や
そ
の
家
族
の

方
々
が
抱
え
る
悩
み
ご
と
や
、
心

配
ご
と
の
相
談
を
無
料
で
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

【
相
談
電
話
】（
相
談
・
予
約
）

０
２
５
・
２
８
５
・
４
１
６
５

【
よ
ろ
ず
相
談
】

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
。）

【
専
門
相
談
】

・
い
ず
れ
も　

月
の
日
程
で
す
。

１１

・
専
門
相
談
は
要
予
約
で
す
。

法
律
相
談

６
日
・　

日
・　

日
・　

日

１３

２０

２７

午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

医
療
相
談

１
日

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

心
の
相
談

　

日
１５午

後
２
時
〜
４
時

公
的
年
金
・
保
険
相
談

７
日

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

税
金
相
談

　

日
１０午

前　

時
〜
正
午

１０

県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
新
潟
市
上
所
２
‐
２
‐
２　

新
潟

ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
３
階
）で
は
、中

高
年
の
方
に
役
立
つ
い
ろ
い
ろ
な

情
報
を
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
放

送
し
て
い
ま
す
。

【
相
談
電
話
】

０
２
５
・
２
８
１
・
５
５
５
０

（　

時
間
年
中
無
休
で
す
）

２４
【
内
容
】

・　

月　

日
〜　

月　

日

１０

３０

１１

１９

お
金
の
管
理
や
色
々
な
手
続
き

に
不
安
が
出
て
き
た
と
き
は

（
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
の
紹
介
）

・　

月　

日
〜

１１

２０

朝
ま
で
ぐ
っ
す
り
快
眠
の
コ
ツ 

育児や介護等を理由に退職した方で、
将来的に再就職を希望する方を対象に、
再就職準備のバックアップをしています。
登録をすると次の支援が受けられます。

①「再就職準備セミナー」への参加
②再就職準備についての個別相談
③再就職の準備に役立つ情報誌「Ｒｅ・Ｂｅ」や
事務所通信「わくわくトーク」の送付

【問い合わせ】
　�２１世紀職業財団新潟事務所　℡０２５－２４９－５６６０

県
立
六
日
町
病
院

「
病
院
モ
ニ
タ
ー
」の
募
集

女
性
の
た
め
の
健
康
相
談

高
齢
者
と
そ
の
家
族
の

相
談
窓
口
（　

月
）
に
つ
い
て

１１

中
高
年
の
方
に
役
立
つ
情
報
を

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
放
送



幼
児
児
童
に
、
読
み
聞
か
せ
の

活
動
を
し
て
い
る
子
育
て
サ
ー
ク

ル
の
企
画
に
よ
る
人
形
劇
で
す
。

幼
児
、
小
学
生
に
限
ら
ず
保
護
者

ほ
か
、
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ
。

入
場
料
は
無
料
で
す
が
、
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。

【
日
時
】

　

月　

日
（
土
）

１１

１８

午
後
２
時
〜
３
時　

分
３０

【
会
場
】

南
魚
沼
市
民
会
館

多
目
的
ホ
ー
ル

【
定
員
】

１
５
０
名

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

【
公
演
】

東
京
の
人
形
劇
団

「
オ
フ
ィ
ス
や
ま
い
も
」

【
申
し
込
み
先
】

南
魚
沼
市
図
書
館

℡
７
７
３
・
６
６
７
７

（　

月　

日
ま
で
）

１１

１７

【
主
催
】

南
魚
沼
地
域
広
域
計
画
協
議
会

子
育
て
サ
ー
ク
ル

今
年
の
春
に
季
節
雇
用
労
働
者

（
短
期
特
例
被
保
険
者
）
と
し
て
雇

用
し
た
方
を
、
こ
の
冬
に
解
雇
等

す
る
事
業
者
を
対
象
と
し
て
、
事

務
処
理
方
法
に
関
す
る
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

【
日
時
】

　

月
９
日
（
木
）

１１午
後
１
時　

分
開
始

３０

【
会
場
】

サ
ン
ラ
イ
ズ
南
魚
沼

（
南
魚
沼
市
坂
戸
３
０
０
‐
１
）

【
問
い
合
わ
せ
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

℡
７
７
２
・
３
１
５
７

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
で
は
広
域
通
信
制

高
等
学
校
、
福
祉
通
信
教
育
お
よ

び
生
涯
学
習
通
信
講
座
の
学
生
・

受
講
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
、無
料
の
案
内
書
、願
書
を
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

【
募
集
内
容
】

・
高
等
学
校　

普
通
科

（
N
H
K
の
放
送
を
利
用
し
て

３
年
で
高
校
卒
業
資
格
取
得
）

・
高
等
学
校　

選
科

（
修
得
科
目
は
高
卒
認
定
試
験
の

受
験
免
除
）

・
専
攻
科　

社
会
福
祉
コ
ー
ス

（
介
護
福
祉
士
受
験
資
格
取
得
・

２
年
制
）

・
生
涯
学
習
通
信
講
座

（
趣
味
か
ら
資
格
ま
で

約
２
０
０
コ
ー
ス
）

【
募
集
期
間
】

・
高
等
学
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 のけんこつ体操のけんこつ体操教教室室

時間日会場

１３:３０～１５:００９日�三 俣 地 区 館

１０:００～１１:３０２４日�１０日�神立中央集会場（田中）

９:３０～１１:００２８日�１４日�神立中央会館（栄町）

１０:００～１１:３０
１４日�
２８日�

７日�
２１日�

農山村総合開発センター

１０:００～１１:３０２２日�８日�下 湯 沢 公 民 館

１０:００～１１:３０
１７日�１０日�

２４日�
総 合 福 祉 セ ン タ ー

◎タオル、お茶などの飲み物を持ってきてください。
◎農山村総合開発センターは内履きが必要です。

【参　加　費】　２００円（申し込みは不要）
【問い合わせ】　地域包括支援センター　℡７８４－３０００

１１月の心配ごと相談日

相 談 員相談日

高橋　トミエ橋本　秋治１１月０１日（水）

南雲　ミヨシ高橋　武成１１月１８日（水）

金丸　一江橋本　秋治１１月１５日（水）

金丸　一江井熊　秀夫１１月２２日（水）

南雲　ミヨシ橋本　秋治１１月２９日（水）

【会場】総合福祉センター
※時間は午後１時～４時です。　時間中は
　お電話（７８４－４１１３）での相談もできます。

１１月の行政相談

南雲　恒忠相談委員１１月１０日（金）

【時間】午後１時３０分～３時
【会場】湯沢町公民館３階

１１１１月月

「
ぶ
ん
ぶ
く
ち
ゃ
が
ま
」

人
形
劇
公
演
の
お
知
ら
せ

冬
期
解
雇
事
務
処
理
説
明
会
の

ご
案
内

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園　

平
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年
度

１９

入
学
生
・
受
講
者
募
集
中

無
料
の
案
内
書
を
お
取
り
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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※問い合わせ　住民課環境生活係�７８４－３４５３ごみ収集
三 国 ･ 三 俣土 樽 ･ 神 立湯 沢 西湯 沢 東出 し 方区 分

�・�・�（２３日は休み）�・�・�（３日、２３日は休み）指定袋に入れる。可 燃 ご み

１５日２４日２１日１６日
紐を十字にかける。

ダ ン ボ ー ル

８日１７日１４日９日紙 類 ・ 布 類

１日１０日７日２日

指定袋に入れる。
袋を二重にしないこと。

ペ ッ ト ボ ト ル

１０日１日２日７日空 き 缶

１７日８日９日１４日空 き び ん

２４日１５日１６日２１日その他の不燃ごみ

※ごみの減量化・資源化にご協力ください。（毎月２９日はごみ減量の日で収集はお休みです）

※問い合わせ　保健センター（総合福祉センター内） �７８４－３１４９予防接種　　
会 場 ・ 時 間対 象種 類日

保健医療センター内
健康増進施設 
１４：００～１５：００

１期：生後３～１２か月の間に３～８週間の間隔で３回接種
１期追加：３回目接種後、おおむね１２～１８か月おいて１回接種

三 種 混 合７�

生後６か月に達するまでに１回Ｂ Ｃ Ｇ２１�

１期：生後１２か月（１歳）～２４か月（２歳）未満麻しん・風しん２８�

◎持参するもの：母子手帳、予診票、受診券、体温計、筆記用具
◎必ず実施時間内においでください。接種料金は無料です。

詳しくは、平成１８年度乳幼児予防接種カレンダーをご覧ください。

※問い合わせ　保健センター（総合福祉センター内）�７８４－３１４９保健衛生行事
会 場時 間対 象種 目日

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障害をお持ちの方ふれあいサロン７�

総合福祉センター１２:００～１５:００血糖値の高い方（申込者）糖尿病予防教室
１０�

健康増進施設０９:３０～０９:４５申込者（定員８名）子宮がん検診

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳発行
１４�

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障害をお持ちの方ふれあいサロン

健康増進施設０９:３０～０９:４５申込者（定員８名）子宮がん検診１５�

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障害をお持ちの方ふれあいサロン
２１�

総合福祉センター０９:００～１９:１５Ｈ１６．９月～１１月生まれ２歳児歯科健診

総合福祉センター１２:００～１５:００血糖値の高い方（申込者）糖尿病予防教室２２�

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障害をお持ちの方ふれあいサロン
２８�

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳発行

健康増進施設０９:３０～０９:４５申込者（定員８名）子宮がん検診２９�

総合福祉センター
０９:００～１２:００

基本健診１０月実施分該当者基本健診結果説明会３０�
１３:００～１６:００

１１１１ 月 の月 の 暦暦
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１１月の救急診療当番

外　　科内　　科受　付　時　間日
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

3�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
ゆきぐに大和総合病院�７８２－６６８８風 間 内 科 医 院１２：００   ～  １８：００

4�
ゆきぐに大和総合病院�７７７－２１１１ゆきぐに大和総合病院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

5�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
六 日 町 病 院�７７８－００８８萌気園二日町診療所１２：００   ～  １８：００

11�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

12�
ゆきぐに大和総合病院�７７７－２１１１ゆきぐに大和総合病院１８：００～翌朝６：００
ゆきぐに大和総合病院�７７５－２００９城 内 病 院１２：００   ～  １８：００

18�
ゆきぐに大和総合病院�７７７－２１１１ゆきぐに大和総合病院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

19�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

23�
ゆきぐに大和総合病院�７７７－２１１１ゆきぐに大和総合病院１８：００～翌朝６：００
六 日 町 病 院�７７３－３２１１中 澤 医 院１２：００   ～  １８：００

25�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

26�
ゆきぐに大和総合病院�７７７－２１１１ゆきぐに大和総合病院１８：００～翌朝６：００

◎保健医療センターでは２４時間、救急患者を診療する体制をとっていて、当番にあたっていない日でも対応して
います。もし救急で受診されたい時は、まず保健医療センター（℡７８０－６５４３）までご連絡ください。ホームペー
ジ（����������	
	������）で保健医療センターの利用等についてご覧いただけます。

まちのうごまちのうごきき
（前年比）１０月１日現在９月届出分

（－ 41）4,307男2出生

（－ 101）4,347女7死亡

（－ 142）8,654計31転入

（－ 36）3,193世帯35転出

※
救
急
診
療
当
番
は
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に   

 
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

増減昨年本年

＋２件３０件３２件発 生 件 数

± ０人１人　１人死 亡 者 数

＋１０人４３人５３人負 傷 者 数

（１月１日～９月３０日）

■湯沢町の交通事故発生状況■

※問い合わせ 日曜・祝日 休日救急診療所 ℡ 773 － 6688

 その他の日 南魚沼市消防本部 ℡ 782 － 1991
   （テレホンガイド）

※脳神経外科の休日救急医療 斎藤記念病院 ℡ 773 － 5111


